
千 葉 市 戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 等 宅 配 サ ー ビ ス 実 施 要 領  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、市 内 に 住 所 を 有 す る 歩 行 等 の 困 難 な 身 体 障  

害 者 及 び 高 齢 者 等 に 対 し 、戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 等 の 証 明 書（ 以

下 「 証 明 書 」 と い う 。） を 職 員 が 出 張 し て 交 付 す る こ と （ 以 下

「 宅 配 サ ー ビ ス 」と い う 。）に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 、も っ て

市 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

 （ 宅 配 サ ー ビ ス を 行 う 証 明 書 等 ）  

第 ２ 条  宅 配 サ ー ビ ス の 対 象 と な る 証 明 書 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る  

と お り と す る 。  

( 1 )  戸 籍 全 部 （ 個 人 ） 事 項 証 明 書  

( 2 )  除 籍 全 部 （ 個 人 ） 事 項 証 明 書 及 び 除 籍 謄 抄 本  

( 3 )  住 民 票 の 写 し  

( 4 )  身 分 証 明 書  

( 5 )  年 金 の 現 況 証 明 書  

( 6 )  戸 籍 附 票 の 写 し  

 

（ 宅 配 サ ー ビ ス の 対 象 者 ）  

第 ３ 条  宅 配 サ ー ビ ス を 受 け ら れ る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。） 

は 、 本 市 に 住 所 を 有 す る 者 で 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る も の と

す る 。  

( 1 )  身 体 障 害 者 の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

 ア  身 体 障 害 者 旅 客 運 賃 割 引 規 則 （ 昭 和 6 2 年 4 月 1 日 北 海

道 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 公 告 ４ 、 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 公 告

９ 、 東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 公 告 ６ 、 西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会

社 公 告 ７ 、 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 公 告 ４ 、 九 州 旅 客 鉄 道 株

式 会 社 公 告 ５ ） 第 2 条 第 2 項 の う ち 別 表 に 掲 げ る 第 １ 種 身

体 障 害 者  

 イ  平 衡 機 能 障 害 者  

 ウ  肢 体 不 自 由 障 害 者 の う ち 、 脳 性 マ ヒ に よ る 上 肢 機 能 障 害

者 及 び 移 動 機 能 障 害 者  

( 2 )  知 的 障 害 者 (療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 )  

( 3 )  高 齢 者 の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  



ア  介 護 保 険 制 度 の 要 介 護 認 定 に お い て 、 常 時 介 護 が 必 要 と  

判 断 さ れ 、 か つ 、 外 出 困 難 な 者 （ 要 介 護 ４ 以 上 ）  

  イ  疾 病 等 に よ り 、 常 時 介 護 が 必 要 又 は 外 出 困 難 な 者 で 、  

か つ 、 同 居 者 、 家 族 、 代 理 人 、 介 護 者 等 い ず れ で あ っ て も  

窓 口 請 求 で き な い と 認 め ら れ る 者  

  

（ 宅 配 サ ー ビ ス の 取 扱 場 所 等 ）  

第 ４ 条  宅 配 サ ー ビ ス の 取 扱 場 所 は 、対 象 者 が 記 録 さ れ て い る 住  

民 基 本 台 帳 を 備 え る 区 役 所 市 民 総 合 窓 口 課 と す る 。  

２  宅 配 サ ー ビ ス の 取 扱 日 は 、 千 葉 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平

成 元 年 千 葉 市 条 例 第 1 号 ）第 1 条 第 1 項 に 規 定 す る 市 の 休 日

を 除 く 日 と す る 。  

３  宅 配 サ ー ビ ス の 取 扱 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と

す る 。  

  

 （ 宅 配 サ ー ビ ス 申 込 者 ）  

第 ５ 条  宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み が で き る 者 は 、次 の 各 号 の 一 に 該  

当 す る 者 と す る 。  

( 1 )  対 象 者  

( 2 )  対 象 者 と 同 居 す る 親 族  

( 3 )  対 象 者 が 入 院 又 は 入 所 し て い る 場 合 に お い て は 、当 該 入 院  

又 は 入 所 し て い る 施 設 の 職 員  

 

（ 宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み の 方 法 等 ）  

第 ６ 条  宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み は 、 電 話 に よ り 行 う も の と す る 。 

２  前 項 の 申 込 み が あ っ た 場 合 は 、 証 明 書 の 作 成 に 必 要 な 事 項

を 聴 取 し 、 そ の 内 容 を 宅 配 サ ー ビ ス 用 申 請 書 に 記 入 す る も の

と す る 。  

３  宅 配 サ ー ビ ス に 関 し て 戸 籍 、 住 民 票 等 の 有 無 に つ い て の 電

話 照 会 又 は 第 三 者 分 の 請 求 に は 応 じ な い も の と す る 。  

 

 （ 宅 配 サ ー ビ ス の 対 象 者 の 確 認 ）  

第 ７ 条  前 条 第 1 項 の 宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み が あ っ た 場 合 に お  

い て は 、 証 明 書 を 必 要 と す る 者 が 第 3 条 に 規 定 す る 対 象 者 に

該 当 す る か 否 か の 確 認 を 行 う も の と す る 。  



２  前 項 の 確 認 方 法 は 、 保 健 福 祉 セ ン タ ー 高 齢 障 害 支 援 課 又 は

高 齢 障 害 部 障 害 者 自 立 支 援 課 及 び 高 齢 福 祉 課 並 び に 介 護 保

険 課 に 電 話 に よ り 行 う も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 結 果 、 第 3 条 に 規 定 す る 対 象 者 に

該 当 し な い こ と が 判 明 し た と き は 、 そ の 旨 を 前 条 第 1 項 に 規

定 す る 申 込 者 に 電 話 で 回 答 す る も の と す る 。  

 

  （ 該 当 者 が い な い 場 合 の 措 置 ）  

第 ８ 条  第 6 条 第 1 項 に 規 定 す る 宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み が あ っ た  

場 合 は 、 速 や か に 証 明 書 を 作 成 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に

お い て 申 込 み の あ っ た 対 象 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合

は 、 宅 配 サ ー ビ ス に 応 じ ら れ な い 旨 を 同 条 第 1 項 に 規 定 す る

申 込 み 者 に 電 話 に よ り 回 答 す る も の と す る 。  

( 1 )  第 2 条 第 1 号 、 第 2 号 、第 4 号 又 は 第 6 号 に 規 定 す る 証

明 書 の 申 込 み の 場 合  本 市 の 区 に 本 籍 が な い と き  

( 2 )  第 2 条 第 3 号 又 は 第 5 号 に 規 定 す る 証 明 書 の 申 込 み の 場

合   本 市 の 区 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 が な い と き  

 

  （ 宅 配 サ ー ビ ス 申 請 書 の 提 出 等 ）  

第 9 条  前 条 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 証 明 書 （ 第 2 条 第 5 号 に 規

定 す る 年 金 の 現 況 証 明 書 を 除 く 。） は 、 職 員 を し て 、 申 込 み の

あ っ た 対 象 者 の 所 在 す る 場 所 に 出 張 さ せ 、 対 象 者 か ら 所 定 の 申

請 書 の 提 出 を 受 け る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 対 象 者 が

当 該 申 請 書 に 記 載 す る こ と が 困 難 な と き は 、 職 員 が 記 載 事 項 を

聴 取 し て 代 筆 し 、 押 印 を 受 け る も の と す る 。  

２  年 金 の 現 況 証 明 書 に つ い て は 、職 員 を し て 、申 込 み の あ っ た

対 象 者 の 所 在 す る 場 所 に 出 張 さ せ 、 対 象 者 か ら 所 定 の 申 請 書

及 び 証 明 を す べ き 用 紙 の 提 出 を 受 け 、 職 員 は 持 参 し た 確 認 書

と 照 合 し 、 確 認 し た 後 に 当 該 申 請 書 等 を 預 か る と と も に 、 所

定 の 手 数 料 を 徴 収 し 、 こ れ と 引 き 換 え に 対 象 者 に 預 書 及 び 領

収 書 を 交 付 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 対 象 者 が 当

該 申 請 書 等 に 記 載 す る こ と が 困 難 な と き は 、 職 員 が 記 載 事 項

を 聴 取 し て 代 筆 し 、 押 印 を 受 け る も の と す る 。  

 

 



 

（ 証 明 書 の 交 付 ）  

第 １ ０ 条  前 条 第 1 項 に 規 定 す る 所 定 の 申 請 書 の 提 出 を 受 け た 場

合 は 、第 8 条 の 規 定 に よ り 作 成 し た 証 明 書 及 び 第 6 条 第 2 項 に

規 定 す る 宅 配 サ ー ビ ス 用 申 請 書 と 当 該 申 請 書 と を 照 合 し 、 当 該

申 請 が 適 正 で あ る こ と を 確 認 し た 後 に 所 定 の 手 数 料 を 徴 収 し 、

こ れ と 引 き 換 え に 対 象 者 に 当 該 証 明 書 及 び 領 収 書 を 交 付 す る

も の と す る 。  

 

（ 証 明 書 の 交 付 等 の 時 期 ）  

第 １ １ 条  宅 配 サ ー ビ ス に 係 る 証 明 書 （ 年 金 の 現 況 証 明 書 を 除

く 。） は 、 申 込 み の あ っ た 日 に 即 日 交 付 す る も の と す る 。 た だ

し 、 宅 配 サ ー ビ ス の 申 込 み 受 付 時 間 に よ り 即 日 交 付 が 困 難 な と

き 、 窓 口 執 務 に 重 大 な 支 障 を き た す と き は 、 翌 日 交 付 （ 認 証 日

も 交 付 日 と す る 。） す る も の と す る 。  

２  宅 配 サ ー ビ ス に 係 る 年 金 の 現 況 証 明 書 に つ い て は 、 第 ９ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 、 対 象 者 か ら 預 か っ た 証 明 を す べ き 用 紙 に 認

証 を し て 、 速 や か に 郵 便 に よ り 、 関 係 機 関 に 送 付 す る も の と す

る 。  

 

（ 補 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 領 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 民 局 長 が 別 に

定 め る 。  

 

 附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

こ の 要 領 は 、平 成 ２ ４ 年 ７ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、 施 行 の

際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 交 付 請 求 を 受 け た 者 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ り 交 付 す る 。  

 附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 施 行

の 際 現 に こ の 要 領 に よ る 改 正 前 の 交 付 請 求 を 受 け た 者 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ り 交 付 す る 。  

 



附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


